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   つながろう，みんなの輪     

みんなができることを持ち寄って「自分ごと」として，いつまでも生きがいや尊厳を持

って暮らせるような我がまち調布をつくりませんか？ 

地域支え合い推進員※（生活支援コーディネーター）がそのお手伝いをします。  

この冊子では，令和２年度に推進員が関わった地域活動から，いくつかの例をピックア

ップしてご紹介します。これから，地域活動に参加したいと思っている人や，現在活動し

ている人の「気づき」のきっかけになればと考えます。 

 

※地域支え合い推進員とは・・・高齢者のニーズと，ボランティアや地域住民などの互助

的な地域資源をマッチングさせることにより，生活支援を充実させる役割を持つ。具体的

には，不足しているサービスの開発やサービス提供のための体制作りなどを行う。 

  

 この冊子のねらい 

縁 ⇔ 円 
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少子高齢化が進展するなか，高齢者が生きがいを持ちながら住み慣れた地域で自分らし

い生活を続けるためには，地域とのつながりや見守り，支え合いが必要です。 

 そのようななか，地域住民が主体となった生活支援・介護予防が図れるよう，地域支え

合い推進員と地域住民や専門職・行政が一緒に学び，考え，工夫しながら地域づくりの推

進をサポートする事業を言います。 

 調布市では平成２７年４月に開始され，平成２９年４月からは第１層（市全域）の地域

支え合い推進員を高齢者支援室職員，第２層（福祉圏域）を調布市社会福祉協議会に委託

して事業展開しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 生活支援体制整備事業とは 

第１層：市全域

○地域住民と一緒に地域の活動を支援。
例）・新たな活動の立上げを支援。

・歩いて通える地域活動の場の発掘。
・体操を行いたいけど，一緒に行う人が
いない。

○地域のことに気づき，考えるための
普及啓発講座や講演を地域で実施

○地域団体間の関係づくりや協議体の運営。

は，第２層協議体

地域の住民活動

○住み慣れた地域で生き生きと自分らしく自立
した生活を送ることができるように，互いに支え
合いながら様々な地域の活動に参加・運営。

第２層支え合い推進員

第１層支え合い推進員

地域住民のニーズと地域資源のマッチング

＝一般高齢者 ＝虚弱高齢者 ＝要介護者

住民活動

住民活動

住民活動

住民活動

住民活動

○第２層支え合い推進員と一緒に，市全域の
視点から地域の活動を支援。

例）・何を支援すると立上げしやすいかな。
・この地域で使えそうな活動の場は。
・体操をしたい人同士を結び付けるには。

○地域のことに気づき，考えるための
普及啓発講座や講演を市全域で実施

○関係機関の連携体制づくりや協議体の運営。

は，第１層協議体

住民活動

住民活動

第２層：福祉圏域(8圏域)

第３層：活動団体に通える範囲

○生活支援体制整備事業のイメージ図 
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地域支え合い推進員

は右図の矢印をつなぐ

役割を担っています。

推進員は，住民が住み

慣れた地域でいつまで

も暮らし続けられるよ

う，地域住民の主体的

な活動を応援したり，

住民や関係機関と一緒

に地域づくりを推進す

る「つなぐ専門職」で

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動を続けていくために必要な 

情報を提供したり，悩みごとの 

相談を受けたりします。 

自治会や地区協議会，ひだまりサロン 

など，人が集う場に参加しています。 

地域の情報を共有していく中で，「実 

は…」と相談を受けることがあります。 

住民や関係機関，様々な団体と協力し

て，それぞれのできることを持ち寄り

話し合います。 

「こんな活動をしたい」，

「こんなことで困っている」

など，皆さんの思いをお聞き

します。 

※ 

 

※アウトリーチ：窓口で待つのではなく， 

訪問すること 

 

 
移動は基本， 

自転車です！ 

○地域支え合い推進員の 

活動イメージ図 
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 きっかけ 

 地域ニーズ 

●高齢者支援室の第１層生活支援コーディネーターと

市民メンバーで行うセカンドライフ応援キャンペー

ンに民間のモバイル企業が参加し，地域への企業貢

献を模索していたこと。 

●新型コロナウイルス感染症により，地域で「会う」

ことに代わる交流へのニーズが高まったことがきっ

かけでした。 

●「離れて暮らす子ども家族にテレビ電話がしたい」 

●「集まれないので，アプリを使って今後の地域活動の相談

がしたい」 

●「子ども達に手伝ってもらい“スマートフォン”に機種変

更したが，操作がちっとも分からない」 

●「誤って操作をして，高額な利用料になってしまうのが心

配」 

●「使い方を相談しようにも外出自粛の影響で，携帯会社の

予約が取れない」など 

●聞き取った内容から，特定の地域に限ったニーズではなく，

市内で同様のニーズが持たれているのではないかと考え，民

間モバイル企業，ボランティアコーディネーター，CSW と

協働し，市内の多くの地域で“スマートフォンの使い方”講

座を開催しました。 

●一部地域で，地域支え合い推進員，ボランティアコーディ

ネーター，地域福祉コーディネーター（以下 CSW）と協

働し，調査を目的とした“スマートフォンの使い方”にお

ける座談会をしたところ，“スマートフォン”にまつわる

様々な意見が出されました。 

 現状の確認 

 
ＳＣが 

考えたこと 

 

 地域の取組と推進員の関わり（第２層） 
事例１ 企業 CSR活動と地域活動のマッチング 

～スマートフォン講座～ 

１ 
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福祉圏域 回数 場所 参加人数 

市全域 １ 総合福祉センター 

２１６名 

緑ヶ丘・滝坂小学校 ２ 緑ヶ丘地域福祉センター 

上ノ原・柏野小学校 1 菊野台地域福祉センター 

上ノ原・柏野小学校 １ 寺院 

北ノ台・深大寺小学校 １ 深大寺地域福祉センター 

染地・杉森・布田小学校 １ 自治会室 

染地・杉森・布田小学校 ２ 染地地域福祉センター 

染地・杉森・布田小学校 ２ 管理組合室 

 
ニーズの実現に 

向けて 

●地域住民や自治会，ひだまりサロン，サーク

ル・地域の活動団体，集合住宅の管理組合，

調布市老人クラブ連合会等にアウトリーチ

し，操作の不明な内容調査，スマートフォン

講座の周知といった働きかけを行いました。 

 開催地域 

主催する地域の方々と協力し，換気，消毒，マスク

着用の徹底に加えて，会場定員を半数に抑え，間隔

を空けて感染症に十分配慮した中で開催しました。 
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住民の生活ニーズは時代とともに変わっていますが，スマートフォンの利用ニーズはま

さしく新しいニーズと言えます。そうした新たな生活ニーズに対して支え合い推進員が敏

感に対応できたことがこの活動の始まりにあったということが最初に特筆すべきことで

す。次に，セカンドライフキャンペーンを通して，従来はあまり接点のない民間企業とつな

がることができたということがこの活動の成功の鍵となりました。食事にしても，移動手

段にしても，住民の生活を支えている資源の大半は民間企業によって提供されています。

通信という現代社会にとって欠かすことのできない資源を提供している民間企業の協力を

得て，その資源を十分に使うことができていない高齢者を中心に，1 年間で 11 回講座を

開催し，200 名以上が参加したことは大きな成果と言えます。 

新型コロナウイルスの感染拡大があり，非対面でコミュニケーションを取ることや情報

を収集することが一層重要になったことも，この活動への住民の関心を高めました。そう

した新たなニーズの拡大に順応できたことも成果に結びつきました。 

東京都立大学 室田信一 

スーパーバイザー室田先生より 

 参加者の感想 

 今後の展望 

●『地図やバスの時刻表の見方，活用方法が良く分かっ

た』 

●『アプリが無料の理由が分かって，納得・安心して利用

できる』 

●『メール以外にアプリを使って，一斉に連絡を取れるの

は便利で驚いた』 

●『講義形式での受講も良いが，ちょっとした分からない

ことをお互いに聞き合える場があると尚，嬉しい』 

●『自分たちの圏域の地域福祉センターでも実施したい』 

●参加者の感想から，講座を受ける以外に，“参加者同士

が，ちょっとした質問を行える会”，“地域の詳しい人に

よる勉強会”といった身近な支援にも応用する方法も模

索したい。 

●地域支え合い推進員やボランティアコーディネーターが

未配置の地域では，ニーズの把握や実施回数に偏りが見

られたため，引き続き，地域福祉コーディネーターと協

力した体制で地域ニーズを把握し，このような民間企業

と協力した取組を拡充したい。 
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 きっかけ 

 
ニーズの実現に 

向けて 

●コロナ禍によりバス会社の減収を受け，利用者が少なかっ

た北路線のバスが大幅に減便になりました。 

●今までこの路線を利用していた人の中で，特に遠くのバス

停まで歩けない高齢者等はどうすればいいのかと，弱者の

立場に立ち，以前から活動していた住民団体と検討会を重

ねることにしました。 

●困っている人はいるのか？どこにいるのか？バスを利用し

てどこに行っていたのか？など地域の方からの声をそれぞ

れが集めることから開始しました。 

●その中から，バスを通院に利用していた一人暮らしの高齢

者がいる事，ボランティア活動を行っていた高齢者のスタ

ッフが活動場所まで行くのにバスが減便になり困っている

こと等の声を聞きました。 

●高齢者が社会参加する手段になっていた，路線バスの

減便により外出の機会が減少すると，フレイル予防の

機会も同時に無くなってしまうのではないか。 

●地域内の助け合いや見守り活動といった“これまでの

つながり”があるからこそ困っている高齢者の声が，

地域の方々に届いた。 

●困っている方のニーズを具体的に共有することで，共

通認識を持ち目的を考えられる。 

●バスの減便についてどのような解決方法があ

るか検討を重ねていきました。 

●具体的には，各自が手分けして調べた情報

や，関係機関からの情報，既存のサービスの

活用，他市の事例からもヒントがあるか時間

をかけて幾度も話し合いました。 

 
ＳＣが 

考えた事 

 

     事例２ 「高齢者の地域交通」をみんなで考える 

～地域交通ふれあい号～ 

 現状の確認 



8 

 

●運行までは，安全確保の観点から，付き添いのボランティアの同乗や，運行ル

ート，頻度の設定など決めなければいけないことが非常に多く，幾度も問題に

直面しながらも協力し合い知恵を出し合って試行運転から始まりました。 

 働きかけ 

地域のデイサービスへの相談 

●ボランティア活動のためにバスを利用

していた高齢者に，いつ利用していた

のか，無くなったらどのように移動す

るのかを聞き取りました。 

●30 分程歩いて野ヶ谷の郷に来る方が多

く，ボランティア活動の妨げになって

いました。また，ボランティアが不在

であると野ヶ谷の郷の利用者にも影響

が出ること，活動日が決まっているの

で地域交通が協力しやすい事が分かり

ました。 

●車両を協力してもらえるなら，「地域

でやってみよう」と役割分担を検討

し，必要な事や費用などの意見を出し

合い助成金の申請を行いました。 

●助成金は主に運行に必要な車両保険に

利用しました。 

野ヶ谷の郷(ボランティア拠点)でのニーズの聞き取り 

運行に向けての準備 

●ボランティアやデイサービス事業者に

負担をかけること無く，高齢者を乗せ

ての運行を実現するには，課題として

保険の加入が出てきました。 

●加入できる保険を検討しました。 

車両保険 

●その後，地域のボランティアの協力を得て「野ヶ谷の郷」からの定期便と通院

などの臨時便の運行を行い，「ふれあい号」と名付けて活動を開始しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

                 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●地域の高齢者が利用するデイサービス

の代表者に現状をお伝えし，相談しま

した。「困っている方がいるなら」

と，デイサービスで使用していない時

間に，地域貢献として車両を無償で貸

していただけることになりました。 

●地域の高齢者施設と住民団体がマッチ

ングしたことで，話し合いが進み始め

ました。 

 

助成金の申請 
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月／内容 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

協議体開催の働きかけ       ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 

協議体        ☆☆ 
☆☆

☆ 
 ☆☆  

勉強会       ☆     ☆ 

助成金          ☆   

保険申請           ☆  

プレ活動           ☆ ☆ 

他団体との交流        ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 

●活動するボランティアの方にも負担にならない規模から

スタートする。 

●活動に協力してくれる地域の方や団体を増やす。 

●地域のニーズを把握しながらの活動。 

●利用する方も，乗るのが楽しみになるような地域のつな

がりを大切にする。 

 SCが大切にした

こと 
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 今後の展望 

●地域の公共交通の状況は，今後も変更されることが考えられ

ます。その時々のニーズに合わせた活動の検討が必要になり

ます。 

●資金源としての助成金の確保や寄付金など，安定した運営の

ための仕組みづくりが課題としてあります。 

●高齢者の外出の課題を地域の課題と捉え，高齢者の社会参加

の機会を地域で増やすことができると，フレイル予防や生き

がい作りにつながります。 

●顔の見える関係でつながりが少しずつ広がり，地域の中での

見守りの新しい場になっていくと考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

移動とは，人間にとって基本的な行為であり，かつ生活する上で必要不可欠な行為です。

地域の交通機関が減便することによって急に移動できなくなってしまうという現実に住民

が直面した時に，その課題に直面する住民たちが支え合い推進員とつながっていて，対策

を共に練ることができたことは，地域の住民にとって大きな支えになったことだと思われ

ます。 

活動の展開として，地域交通の問題を解決するという大きな視点に立つこともできます

が，あくまでも，移動手段が失われたことで生活に支障をきたしている個人を支えるとい

う視点から，顔の見える関係の中で具体的な利用者を想定して，かつボランティアの人た

ちにとって過度な負担にならないように配慮しながら準備を進めたことは，この活動のポ

イントになります。バスの減便に対して反応的に声を上げることも大切ですが，それだけ

にとどまらず，生活者を支えるという視点に立って活動を丁寧に準備できた背景には，支

え合い推進員によるコーディネートがあったからと言えます。 

東京都立大学 室田信一 

スーパーバイザー室田先生より 
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 きっかけ 

 現状の確認 

●外出自粛により，これまでは得られて

いた他市や区部等に暮らす家族や親族

による生活の手助けが受けにくくな

り，地域の中での支え合いがこれまで

以上に必要な状況となりました。 

●令和元年より推進する第 5 次調布市地

域福祉活動計画の調査を通じて聞かれ

た「シニア世代の活躍の場が必要」と

いう意見。 

●行政が令和元年度に実施した住民懇談

会にて，「退職したシニア層が活躍す

る」“マイスターのお店”のアイデア

もきっかけになりました。 

●「たまの手」の活動が開始された染地 3 丁目の地域には，65

歳以上の方が 2000 人以上居住しており，実人数は市内でも

１番多い地域です。 

●同じく，70 歳以上の一人暮らし高齢者数も最多で，生活に

まつわる困りごとも聞かれていました。 

●５階建ての団地にはエレベーターがなく，「ゴミ捨てや買い

物が大変」という声も聞かれていました。 

●調布市の南端に位置し，市内では最も標高の低い位置にある

ため，駅へは，坂を上る必要があります。 

 

ＳＣが 

聞き取ったニーズ 

 

●「65 歳を過ぎても，技術を持つベテランが多くいるため，

ベテランが“活躍する場”を作りたい」 

●「“困っている”世帯や個人へ，自治会が声を掛けるのは限

界があるため，自分から手を挙げられる仕組みの一助にした

い」 

●「高齢者のみ世帯，一人暮らし高齢者が増える昨今，ちょっ

とした生活のお手伝いのような仕組みが“あったら良い

ね”」 

●「今後，団地の建て替え工事もあり，軽作業やちょっとした

荷下ろしのお手伝いなども考えられるのではないか」等 

 

     事例３ 「助け合い」の仕組みを地域で考える 
～たまの手～ 

 

自治会を通じて４，０００枚を配布

しました。 
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ニーズの実現に 

向けて 

●聞き取ったニーズはコロナ禍において，より強く必要性を感

じ，第２層協議体の開催を地域で提案をしました。 

●取組を考えるにあたって，地域住民の方々からは，一抹の不

安は聞かれましたが，「やらない方がいい」と反対される方は

いませんでした。 

話し合いの場を設け，関心を持ってくださった方，現状に共

感してくださった地域住民の方々と意見・アイデアを交換しま

した。 

●「活動中のケガはどうするか？」 

●「誤って物品を破損した際には，誰が補償するのか？」 

●「活動の運転資金の調達をどうするか？」 

といった活動への不安が議論されました。 

 働きかけ 

 
ＳＣが 

考えたこと 

 

①活動の理念の作成 

●協議体で聞かれた意見か

ら，活動理念を作成しまし

た。 

②ボランティアコーディネーターへ相談 ③先駆的活動の勉強会 

●市民活動支援センターの

染地地域を担当するボラ

ンティアコーディネータ

ーを協議体に呼び，ボラ

ンティアや保険について

話を聞きました。 

●市内で生活支援サービス

“ちょこっとさん”を実

施する「調布市ゆうあい

福祉公社」から講師をお

呼びして，勉強会を行い

ました。 

“たまの手スタッフ”だと 

わかるように缶バッチを制作 
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月／内容 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

協議体開催の働きかけ ☆ ☆ ☆ ☆         

協議体     ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆☆ ☆ 

勉強会       ☆      

助成金          ☆   

保険申請           ☆  

プレ活動            ☆ 

他団体との交流            ☆ 

●活動立ち上げのための助成金を申請し，保険費用や活動に必要な備品を購入する

ことが決まりました。 

●○名称は「ねこの手も借りたい！たまじゅう」から，呼びやすく，親しみやすい

「たまの手」として，始動しました。 

●また，１層が行う※調布 de ステイローカルを通じ，市内で生活支援サービスを

実施する複数の活動ともコンタクトを取り，相互交流の機会を持ちました。 

●たまの手として，お手伝いする範囲を決めるためプレ活動を行うことにしまし

た。 

 

※調布 de ステイローカル…Ｐ１７参照 

市内の他地域で活動する団体 
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「たまの手」のような住民による有償の「助け合い」の活動は，介護保険などの制度で

は対応できないちょっとした困りごとをサポートする上で，欠かせない活動です。生活上

のちょっとした困りごとは，家族など頼れる人がそばにいればそれほど深刻な問題ではあ

りませんが，そうしたちょっとした困りごとを頼める人が身近にいない人たちにとって，

大きな意味があります。そのような活動は公的な制度としては成立しないため，現在は民

間による自発的な取り組みに委ねられています。 

コロナ禍でそうしたニーズが一層高まったときに，住民の中の何かできないかという思

いから立ち上がろうとした住民の声を支え合い推進員がしっかりと受け止め，時間をかけ

て準備して，住民が納得する形で組織的な取り組みへと発展させることができたことがこ

の活動のポイントになります。 

有償のサービスを提供する場合，保険の費用負担や会計処理，労基法上の取り扱いなど，

専門的な知識を要することが少なくありません。住民が安心して活動に取り組めるために

も，そうした知識面のサポートといった環境整備を支え合い推進員が担っていたことも新

たな活動の立ち上げの大きな支えとなりました。 

東京都立大学 室田信一 

スーパーバイザー室田先生より 

 今後の展望 

●令和 3 年 4 月より本格始動する中で，子育て世代や学生が

ボランティアとして活動参加できるよう働きかけをしたい。 

●ひきこもり状況の方など働く前の“中間就労”のような場に

活用できるよう多機関と連携し，関わる人を増やしていきた

い。 

●“まちの保健室”（慈恵医科大学看護学科による活動）な

ど，既存の活動とも協働できる仕組みを作りたい。 

●民間企業，地域の商店などの“リスト作成”を行い，たまの

手とその他の地域サービスを整理し，分担の見える化をした

い。 

という構想が持たれています。 

●コロナ禍で対面

会議ができない

時は，スマート

フォン講座で習

ったアプリを使

って，連絡を取

り合いました。 
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「セカンドライフ応援キャンペーン」は，高齢者が自立した生活を送ることができるよう，

企業や地域団体等が行う独自の支援，サービス，地域活動等を集約し，公表するキャンペー

ンです。多様な取組等を集約し，見える化することで，その取組を必要とする人とのマッチ

ングを支援することが出来ます。また，多様な取組等を行う企業等とのネットワークを構築

することで，支え合いの地域づくりを推進します。 

 

 また，セカンドライフ応援キャンペーンのセカンドライフとは，辞書では「第２の人生」，

「特に定年退職後の人生」となっていますが，本キャンペーンでは，高齢者に限らず，これ

までの生活の中心であった仕事や家事，育児などに区切りがついたことで始まる新たなライ

フステージと定義しています。具体的には，「親の介護を始める」，「定年退職後に地域活動

を始める」，「今までやったことのない趣味活動を始める」，「地域のボランティアを始める」

などの新たなライフステージを応援するものです。 

 

 ～セカンドライフ応援キャンペーンの流れ～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このキャンペーンを協賛する企業・団体の数は令和３年３月３１日現在で，見守り活動が

銀行や事業所などの６１団体，活動場所の提供が特別養護老人ホームや銀行，薬局の４団体，

生活支援サービスとしてスーパーで行っている買った商品の配達等は１３団体，活躍の場が

３団体，介護予防活動支援が６団体，その他，スマートフォン講座や多世代交流の場などが

６団体の合計９３団体です。（一覧は P２０【資料編】または右ページの右下から市ホーム

ページ参照） 

２ 

 

 市全体的な活動（第１層） 

セカンドライフ応援キャンペーン 

企業・団体等の様々な取組は，
登録後，市ＨＰ上で公開される。

困っている人，未申請の企業・団体
・各地域の様々な取組・活動を
見つける。
・困っている人は，困りごとを解決

困っていた人，未申請の企業・団体
・なにか出来ることないかな？

地域の変化
・支え合いの意識が拡大
・企業・団体等が取組を開始

介護をしている人と
同じ悩みを話したい。

食事が偏っているけど
どうすればいいか。

買い物は行けるけど，
重くて持って帰れない。

地域の困りごと

地域の方の介護相談に
乗ってあげたい。
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○セカンドライフ応援キャンペーン運営検討会 

 運営検討会では，地域支え合い推進員だけでなく，地域住民や地元企業も含めて地域で

の課題解決や地域資源の集約を目指しています。令和２年度は，新型コロナウイルス感染

症の拡大の中，情報が行き届かない人にも情報を届けるため，キャンペーンの周知や，コ

ロナ禍でもつながりを途絶えさせないための活動の普及啓発等を目的として，キャンペー

ンのチラシを作成しています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

○フレイル予防チラシ・「簡単！１０の筋力トレーニング」テレビ放送 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため，高齢者の方を含め，全世代が家にこ

もりがちになりました。そのことから，体力の低下を防ぐため，ご自宅でできる簡単なト

レーニングについてチラシを作成し，全戸配布しました。あわせて，「簡単！１０の筋力ト

レーニング」のトレーニング１から４を，令和３年２月１５日から３月３１日まで，Ｊ：

ＣＯＭでテレビ放送しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『セカンドライフ応援

キャンペーンの協賛企

業・協賛団体一覧』は

市ホームページでも確

認できます。 

＜PC サイト＞ 
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○ステイローカル 

 コロナ禍でも，ヒト・モノ・カネ・サービスといった地域の資源が循環することで，身

近な地域の中で日常生活が成り立ち，娯楽や地域活動への参加など生きがいを得られる機

会が用意されていることで，人々が地域のなかで大半の時間を過ごすことができる状態

を，ステイローカルと定義しています。 

  Web 会議ツール「Zoom」を使用して，準備会を令和 3 年２月１２日に，第１回講演

会を３月２日に行いました。講演会では第１部は東京都立大学の室田先生による講演，第

２部は３つの部会に分かれて，「居場所づくり」「生活支援」「移動支援」について，調布市

周辺で活動する８団体の代表者から活動報告や今後の展望を語っていただきました。 

 今後もステイローカルを進めていくために，調布とその周辺エリアで活動している団体

同士をつなぐ輪をつくっていきます。 

 

 

 
 

 

 

 

○常設通いの場スタートアップ事業補助金の創設（令和３年度から） 

 この補助金は，住民からの相談を受け，専門職につなぐことのできる相談体制を有する

通いの場に対し，立ち上げや運営にかかる費用の一部を補助するものです。これまでも地

域のいろいろな活動に対する補助はありました。この事業は「常設」「スタートアップの２

年間限定」に絞って，市，社会福祉協議会と協働が可能な人材・団体の発掘・育成を目指

すところに特色があります。年齢や対象者を問わない常設の通いの場を整備することは，

多世代交流が促進されるだけでなく，地元企業との連携や空き家・空き店舗対策等にもつ

ながります。この事業を地域づくりの起爆剤として使えるように取り組んでいきます。 

 

 

 

     調布 deステイローカル 

 

（左：第１回講演会チラシ 

下：講演会後の反省会の様子） 
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 地域支え合い推進員より 
令和２年度を振り返ってみて 

３ 

 

今まで行っていた地域活動が，新型コロナウイルス感染症の影響で，行え

なくなった事が多くありました。人と会うのが難しくなった時だからこそ，「

人とのつながりを大切にしたい」「友人と話したい」と言った声が上がり，地

域のつながりの大切さを改めて振り返って考えることができました。今まで

行ったことが無かったオンライン会議や，感染予防対策を行った取り組みな

ど新しいことも取り入れながらの活動でした。 

「地域でのつながり」は，緩やかな見守りや生きがい作り，社会参加につな

がります。安心して住める地域であるために，どうすればいいのか地域住民

や，関係機関，企業の方などと一緒に考え続けていく事が必要とされる活動

に結びついていくのではないかと感じました。 

 

「疾病や高齢のため，生活を営む上で手を借りたい方」と「人との距離を保

たなくてはならない状況」の間で大きく悩んだ１年でした。 

ひとり暮らしの世帯においては，誰とも話せず，毎日テレビのニュースを観

ては暗い気持ちになったと伺いました。 

子ども夫婦，兄弟といった関係の深い，遠方に暮らす方へのお願いが難しい

状況となり，それが地域内の共通課題となり，スマートフォン講座，助け合い

活動(たまの手)が開始されるきっかけとなりました。 

「今できること」をしっかりサポートしていきたいと考えています。 

調布市に住まわれる 65 歳以上の方が，今よりもっと “自分らしい生活” を

実現できるように，地域支え合い推進員として信頼を得るべく，これからも活

動していきたく存じます。 

 

第２層 

地域支え合い推進員 

浜口 絵美  

 

第２層 

地域支え合い推進員 

北島 正也  

第１層 

地域支え合い推進員 

藤島 秀雄  

 

 今年度は，様々なツールを活用して，自宅にいながら顔の見える関係をつ

くり，孤立しないための新しい地域活動の方法を検討しました。 

前年度から引き続き流行している新型コロナウイルス感染症の影響は大き

く，地域で集まり顔を合わせる場の多くが活動を休止しています。こうした

中でもつながりを絶やさず，安心して暮らせる地域をつくるためには，市

民・企業・専門機関等の地域の皆様の支え合いがより大切になっています。 

 引き続き，地域の皆様のお力添えをいただきながら，地域支え合い推進員

として生きがいややりがいを感じる自分らしい暮らしができる地域を目指し

ていきます。どうぞよろしくお願いいたします。 
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 令和 2 年度に地域に起こったことを総括するにあたって，新型コロナウイルス感染症の

影響を抜きに考えることはできません。感染が拡大し 1 回目の緊急事態宣言が発令された

当時は，活動の自粛という選択肢以外は考えにくい状況でした。しかし，この激動の 1 年の

中で，感染症の脅威と向き合いながら，改めて地域の中で活動することの重要性が確認され，

また地域の力強さが確認されました。 

 当初，令和 2 年度の活動報告書には事例が 1 つも掲載されない可能性があるのではない

かと心配していましたが，そのような心配は杞憂で，内容の充実した 3 つの事例を掲載する

ことができました。これらの事例は，どれも新型コロナウイルスの感染拡大以前から支え合

い推進員が地域や企業と関わり，種まきをしてきた成果と言えます。 

 新型コロナウイルスの感染拡大によって市内の地域活動が停滞したことは確かです。高齢

者のサロン活動など支え合い推進員が支援してきた活動が何ヶ月も活動休止していました。

令和 3 年度になっても，感染症の影響から活動の休止が続いているサロンもあります。そう

した状況に対して，支え合い推進員は地域福祉コーディネーターと協力して，感染症予防対

策を徹底した上で活動を継続するためのガイドラインを作成するなど，コロナ禍でも地域活

動が停滞しないために働きかけていました。 

 そもそも，地域活動の停滞の前に，それまでの日常生活すら継続することが困難になった

のがこの 1 年間でした。日常的に外出して買い物をすることや人と会うことさえ，以前のよ

うな頻度でおこなうことはできなくなり，特に基礎疾患のある人や高齢の人などにとっては，

生活のあり方が大きく変わりました。したがって，コロナ禍ではこれまで以上に地域におけ

る生活支援の活動が求められるようになりました。 

 そうした中，本報告書の 3 つの事例が示しているように，スマホを使用した通信コミュニ

ケーションの活用を支援する活動や，生活に必要な移動の手段を支える活動，そして，日々

の生活の困りごとを地域の「助け合い」によって解決する活動が市内で新たに立ち上がった

ことは，大きな成果となりました。人の生活とは資源が循環することで成り立っていますが，

コロナ禍では，その資源循環の仕組みが部分的に機能しなくなったり，一時的に機能しなく

なったりしました。そのような時に，これまでは気がつかなかった資源と人との結びつきが

模索されて，新たな取り組み（イノベーション）が生み出されたと言えるでしょう。 

 市全域で言うと，新たに「調布 de ステイローカル」という取り組みが始まりました。外

出自粛期間中は特に地域の中で資源を循環させている取り組みに注目が集まりました。そう

した新たな地域経済を推進している活動者たちの横のネットワークが強化されることで，同

様の取り組みが市内で増えていくことが期待されます。また，オンラインのツールを使用し

て，イベントを開催できたことも画期的な取り組みでした。 

 生活支援体制整備事業にとっては厳しい 1 年間でしたが，その厳しさの中で，改めて本事

業の重要性が際立った一年になったと言えます。 

 

 

 

４ 

 

 総括 

結びに 
東京都立大学 人文社会学部 人間社会学科 

地域支え合い推進員 アドバイザー 

室田 信一 
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●セカンドライフ応援キャンペーン 協賛企業・団体 一覧 （敬称略） 
見守り：調布市自治会連合協議会，調布市商工会，日本郵便株式会社調布郵便局，(公社)調布市医師会，(一社)調布市歯科

医師会，(一社)調布市薬剤師会，東京電力パワーグリッド株式会社調布事務所，東京ガス株式会社西部支店，調布管工土木

事業協同組合，ニコニコキッチン調布店，株式会社武蔵野フーズ，調布市民生児童委員協議会，調布市老人クラブ連合会，

(社福)調布市社会福祉協議会，(公財)調布ゆうあい福祉公社，みずほ銀行調布支店，みずほ銀行調布仙川支店，三井住友銀

行国領支店，三井住友銀行調布駅前支店，三井住友銀行つつじヶ丘支店，三菱 UFJ 銀行調布支店，三菱 UFJ 銀行仙川支

店，東京スター銀行調布支店，きらぼし銀行調布支店，きらぼし銀行神代出張所，山梨中央銀行調布支店，横浜銀行調布支

店，西武信用金庫柴崎駅前支店，東京三協信用金庫調布支店，芝信用金庫仙川支店，多摩信用金庫調布支店，多摩信用金庫

調布北口支店，昭和信用金庫つつじが丘支店，昭和信用金庫多摩川支店，さわやか信用金庫調布支店，さわやか信用金庫多

摩川支店，公益社団法人調布市シルバー人材センター，株式会社ゆうちょ銀行調布店，生活協同組合パルシステム東京，有

限会社フジタグリーンシティ，東京都水道局，東京ガスリックリビング株式会社東京ガスライフバル調布狛江，ライフデ

リ調布店，布亀株式会社，ヤマト運輸株式会社調布支店，多摩南生活クラブ生活協同組合，アルフレッサ株式会社，イース

タンモータース調布株式会社，東都生活協同組合，生活協同組合コープみらい，東京都住宅供給公社，株式会社スズケン，

藍澤證券株式会社アイザワ証券調布支店，株式会社セブン‐イレブン・ジャパン，株式会社イトーヨーカ堂，株式会社調布

清掃，株式会社吉野清掃，(一財)調布市市民サービス公社，京王不動産株式会社調布営業所，京王メモリアル調布，株式会

社ファティック出張美容リンデン武蔵野三鷹 活動場所の提供：(社福)寿真会特別養護老人ホームらくえん深大寺，(社福)

東京かたばみ会特別養護老人ホーム神代の杜，株式会社東京スター銀行調布支店，クオール薬局調布店 生活支援サービ

スの実施：非特定営利法人たすけあいワーカーズ調布はこべ，(食の支援)イトーヨーカ堂国領店，ライフクロスガーデン調

布店，クイーンズ伊勢丹仙川店，マルエツ国領店，マルエツ調布店，東急ストア調布店，株式会社いなげや調布仙川店，株

式会社いなげや ina21 調布染地店，キッチンコート西調布店，生活クラブ生活協同組合・東京デポー国領駅前店，トップ

フレッシュマーケット深大寺店，調布＆木島平食の駅新鮮屋 活躍の場の提供；NPO 法人ちょこネット，しばさき彩ステ

ーション，特定医療法人社団研精会東京さつきホスピタル 介護予防活動支援の実施：UMM＆C 宇野医療経営コンサルタ

ント事務所，クオール薬局調布店，電気通信大学大学院大河原研究室，日本調剤調布薬局，しばさき彩ステーション，特定

医療法人社団研精会東京さつきホスピタル その他：(子育て支援，世代交流支援)ぷくぷく・ポレポレの家，(職業相談・

紹介)府中公共職業安定所，府中公共職業安定所調布国領しごと情報広場，(看取り，葬送相談等)SOGI サポートセンター，

(スマホセミナー)ソフトバンク株式会社 (イベント(季節))しばさき彩ステーション 

 

●第１層地域支え合い推進員 活動件数 

・活動区分 

 

 

 

・相手方区分 

 

 

 

 

 

 

 

・活動内容 

 
ｻｰﾋﾞｽの 

創出 

担い手の 

養成 

担い手の 

活動する 

場の把握 

関係者間の 

情報共有 

連携の体制 

づくり 

ﾆｰｽﾞと 

取組の 

ﾏｯﾁﾝｸﾞ 

PR その他 合計 

市全域 ４７ １１ ３２ ８３ ５５ ２１ １８ ４３ ３１０ 

 

●第１層協議体 開催回数 

 訪問 来所 電話 メール その他 合計 

市全域 ９２ ４ ５ ０ １１ １１２ 

 当事者 地域住民 
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 

NPO 

行政 

（福祉） 

行政 

（福祉以外） 

地域包括支

援センター 

市全域 １ ４２ ２ １１  ４ ９ 

 
民生児童 

委員 

その他 

専門機関 
企業商店 調布社協 その他 合計 

市全域 ０ ９ ― ３５ ５０ １６３ 

 開催回数 参加延人数 活動内容 

市全域 ９ ８５ セカンドライフ応援キャンペーン普及啓発チラシの作成。「ステイローカル」を考える。 

 【資料編】 
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●第２層地域支え合い推進員 活動件数 

・活動区分 

 

 

 

 

 

 

 

・相手方区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・活動内容 

福祉圏域 

(小学校区) 

ｻｰﾋﾞｽの 

創出 

担い手の 

養成 

担い手の 

活動する 

場の把握 

関係者間の 

情報共有 

連携の体制 

づくり 

ﾆｰｽﾞと 

取組の 

ﾏｯﾁﾝｸﾞ 

PR その他 合計 

北ノ台 

・深大寺 
２６２ ２５８ ２６１ ９０９ ８９５ ４００ ９０ ６８ ３，１４３ 

染地・杉森 

・布田 
１７３ １１９ ２１３ ８９６ ４２４ ２７６ １６０ ２７６ ２，５３７ 

合 計 ４３５ ３７７ ４７４ １，８０５ １，３１９ ６７６ １５０ ３４４ ５，６８０ 

 

●第２層協議体 開催回数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福祉圏域 

(小学校区) 
訪問 来所 電話 メール その他 合計 

北ノ台・深大寺 ２３３ １４８ ３１１ ２１４ ７８ ９８４ 

染地・杉森・布田 ２２８ ６５ ２５９ ３７９ ３７３ １，３０４ 

合 計 ４６１ ２１３ ５７０ ５９３ ４５１ ２，２８８ 

福祉圏域 

（小学校区） 
当事者 地域住民 

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 

NPO 

行政 

（福祉） 

行政 

（福祉以外） 

地域包括支

援センター 

北ノ台・深大寺 ７７ ４１１ ５７ １１５ ４１ １１７ 

染地・杉森・布田 ２３ ８０２ ４２ １７５ ２２ ７６ 

合 計 １００ １，２１３ ９９ ２９０ ６３ １９３ 

福祉圏域 

（小学校区） 

民生児童 

委員 

その他 

専門機関 

企業 

商店 
調布社協 その他 合計 

北ノ台・深大寺 ６１ １７５ ４７ １１１ ２ １，２１４ 

染地・杉森・布田 １９ １６７ １０１ ２１８ １３ １，６５８ 

合 計 ８０ ３４２ １４８ ３２９ １５ ２，８７２ 

 開催回数 
参加 

延人数 
活動内容 

北ノ台・深大寺 ９ ９５ ふれあいサロン，バス会議 

染地・杉森・布田 ８ ５８ たまの手 

合 計 １７ １５３  
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  【試してみよう】 

  👉あなたは，どの縁からはじめますか？ 

Ａ:趣味のスキルを活かしてボランティアをしませんか。 
 

Ｂ:将来のライフプランを考えると今以上にやりたいことが見えてくるかもしれません。 
 一緒に考えてみませんか。 
 
Ｃ:たくさんの地域活動に参加すると楽しみを増やせるかも。 
 他のグループと交流してみませんか。 
 
Ｄ:あなたがやりたい活動を実現してみませんか。 
 
Ｅ:体力づくりや介護予防に体操をしてみませんか。 
 
Ｆ:まずは，近所のウォーキングから始めてみませんか。 

 ご近所への“あいさつ”から顔見知りが増えていきます。 
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  【困ったときは】 

●地域包括支援センター連絡先 

●地域包括支援センターとは 

 高齢者とご家族のための総合相談窓口です。介護予防をはじめ様々なサービスの利用

や，虐待の早期発見・防止など，高齢者に関する総合的な相談をお受けします。相談・

支援には，社会福祉士，保健師及び主任ケアマネジャーなどが担当します。また，最近

ご近所の方の様子が変だなといった時にも，地域包括支援センターにご連絡ください。 
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※上記地域以外もご相談等，受付しております。 

問い合せ先：調布市社会福祉協議会 地域支援担当 

調布市小島町２－４７－１ 総合福祉センター内 

      電 話：０４２－４８１－７６９３ ＦＡＸ：０４２－４８１－５１１５ 

      メール：chofu-co@ccsw.or.jp 

セカンドライフ応援キャンペーンに関するお問い合わせ 

問い合せ先：調布市福祉健康部高齢者支援室 地域包括ケア推進係 

      調布市小島町２－３５－１ 

      電 話：０４２－４８１－７１５０ ＦＡＸ：０４２－４８１－４２８８ 

      メール：kourei@w2.city.chofu.tokyo.jp 

 

 

 

福祉圏域 担当者 主な担当区域 

緑ヶ丘・滝坂 

    小学校地域 

髙杉 

仙川町 1～3 丁目，緑ヶ丘 1～2 丁目 

菊野台 1 丁目の一部， 

東つつじヶ丘 1～2 丁目，3 丁目の一部 

西つつじヶ丘 1～4 丁目の一部， 

若葉町 1 丁目の一部 

北ノ台・深大寺 

小学校地域 

浜口 

深大寺北町１～７丁目 

佐須町１丁目の一部 

深大寺元町２丁目の一部 

     ３～５丁目 

深大寺東町１丁目・２丁目の一部 

     ５～８丁目 

深大寺南町１～３丁目の一部 

     ４丁目・５丁目の一部 

染地・杉森・布田 

小学校地域 

北島 

国領町６～７丁目 

染地１～３丁目 

布田５～６丁目 

多摩川６～７丁目 

第三・石原・飛田給 

    小学校地域 

佐藤 

飛田給 1～3 丁目，上石原 1～3 丁目， 

富士見町 1 丁目・2 丁目の一部・3～4 丁目 

下石原 1～3 丁目の一部， 

野水 1～2 丁目，西町 

●第２層地域支え合い推進員が令和３年度から４名になりました。 
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